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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイと、該ディスプレイの背面に連結されて該ディスプレイを支持する支持具
との連結構造であって、
　前記支持具には、上向きの一対の固定爪と、該一対の固定爪の下側にあって移動可能な
可動爪と、該可動爪を移動させる操作部と、前記一対の固定爪よりも下側かつ前記可動爪
の上側にある一対のガイドピンとが設けられ、
　前記ディスプレイの背面には、前記一対の固定爪を係合させる一対の係合穴部と、該一
対の係合穴部の下側にあって前記可動爪を係合させる係合溝部と、前記一対の係合穴部よ
りも下側かつ前記係合溝部の上側にあって前記一対のガイドピンを嵌合させる一対のガイ
ド穴部とが設けられていることを特徴とするディスプレイと支持具の連結構造。
【請求項２】
　前記ディスプレイの背面には、前記支持具を当接させる平坦面が設けられ、該平坦面内
に前記一対の係合穴部および前記係合溝部が設けられていることを特徴とする請求項１記
載のディスプレイと支持具の連結構造。
【請求項３】
　前記支持具は、スタンドであることを特徴とする請求項１または２記載のディスプレイ
と支持具の連結構造。
【請求項４】
　前記支持具は、ＶＥＳＡ規格の支持部に取付可能なアタッチメントであることを特徴と
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する請求項１または２記載のディスプレイと支持具の連結構造。
【請求項５】
　上向きの一対の固定爪と、該一対の固定爪の下側にあって移動可能な可動爪と、該可動
爪を移動させる操作部と、前記一対の固定爪よりも下側かつ前記可動爪の上側にある一対
のガイドピンとが設けられた支持具に支持されるディスプレイであって、
　背面に、前記一対の固定爪を係合させる一対の係合穴部と、該一対の係合穴部の下側に
あって前記可動爪を係合させる係合溝部と、前記一対の係合穴部よりも下側かつ前記係合
溝部の上側にあって前記一対のガイドピンを嵌合させる一対のガイド穴部とが設けられて
いることを特徴とするディスプレイ。
【請求項６】
　前記背面に、前記支持具を当接させる平坦面が設けられ、該平坦面内に前記一対の係合
穴部および前記係合溝部が設けられていることを特徴とする請求項５記載のディスプレイ
。
【請求項７】
　前記支持具は、スタンドであることを特徴とする請求項５または６記載のディスプレイ
。
【請求項８】
　前記支持具は、ＶＥＳＡ規格の支持部に取付可能なアタッチメントであることを特徴と
する請求項５または６記載のディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイと支持具の連結構造およびディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータ等の表示装置として用いられるディスプレイは、通常、背面側
に取り付けられたスタンドで支持されて使用されることになるが、このようなディスプレ
イとスタンドとの取り付けに関する規格として、ＶＥＳＡ規格がある。これはＶＥＳＡ（
Video Electronics Standard Association）により規格化されたＦＰＭＰＭＩ（Flat Pan
el Monitor Physical Mounting Interface）規格のことである。このＶＥＳＡ規格では、
ディスプレイのサイズに応じて、例えば７５ｍｍ×７５ｍｍのピッチの４カ所でネジ止め
し、あるいは１００ｍｍ×１００ｍｍのピッチの４カ所でネジ止めするようになっている
。
【０００３】
　ところで、上記のようにネジ止めする構造であると、当然のことながら、ディスプレイ
をスタンドに対し簡単には着脱することができないが、ディスプレイのスタンドへの着脱
を容易にする要望はある。例えば、比較的多数のディスプレイを並べて使用する場合には
、使用者が実際に使用してみて使い勝手が悪いとそれを改善するようにディスプレイの配
置を入れ替えたりすることがあり、このような場合には着脱が容易であると、非常に入れ
替え作業が容易になる。
　ディスプレイをスタンドに対し着脱自在とする技術は従来から提案されている（例えば
特許文献１，２参照）。
【特許文献１】特開平８－３１２８８５号公報
【特許文献２】特開平８－２９５１８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の特許文献１，２は、いずれも車載用の小型ディスプレイに関する
技術であり、パーソナルコンピュータ用の中型あるいは比較的大型のディスプレイに適用
してもディスプレイの重量を支えきれないという問題が生じてしまう。
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【０００５】
　したがって、本発明は、中型あるいは比較的大型のディスプレイでも支持できるディス
プレイと支持具の連結構造およびディスプレイの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に係る発明は、ディスプレイと、該ディスプレイ
の背面に連結されて該ディスプレイを支持する支持具との連結構造であって、前記支持具
には、上向きの一対の固定爪と、該一対の固定爪の下側にあって移動可能な可動爪と、該
可動爪を移動させる操作部と、前記一対の固定爪よりも下側かつ前記可動爪の上側にある
一対のガイドピンとが設けられ、前記ディスプレイの背面には、前記一対の固定爪を係合
させる一対の係合穴部と、該一対の係合穴部の下側にあって前記可動爪を係合させる係合
溝部と、前記一対の係合穴部よりも下側かつ前記係合溝部の上側にあって前記一対のガイ
ドピンを嵌合させる一対のガイド穴部とが設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において、前記ディスプレイの背面には、
前記支持具を当接させる平坦面が設けられ、該平坦面内に前記一対の係合穴部および前記
係合溝部が設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に係る発明は、請求項１または２に係る発明において、前記支持具は、スタン
ドであることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に係る発明は、請求項１または２に係る発明において、前記支持具は、ＶＥＳ
Ａ規格の支持部に取付可能なアタッチメントであることを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に係る発明は、上向きの一対の固定爪と、該一対の固定爪の下側にあって移動
可能な可動爪と、該可動爪を移動させる操作部と、前記一対の固定爪よりも下側かつ前記
可動爪の上側にある一対のガイドピンとが設けられた支持具に支持されるディスプレイで
あって、背面に、前記一対の固定爪を係合させる一対の係合穴部と、該一対の係合穴部の
下側にあって前記可動爪を係合させる係合溝部と、前記一対の係合穴部よりも下側かつ前
記係合溝部の上側にあって前記一対のガイドピンを嵌合させる一対のガイド穴部とが設け
られていることを特徴とする。
【００１４】
　請求項６に係る発明は、請求項５に係る発明において、前記背面に、前記支持具を当接
させる平坦面が設けられ、該平坦面内に前記一対の係合穴部および前記係合溝部が設けら
れていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項７に係る発明は、請求項５または６に係る発明において、前記支持具は、スタン
ドであることを特徴とする。
【００１６】
　請求項８に係る発明は、請求項５または６に係る発明において、前記支持具は、ＶＥＳ
Ａ規格の支持部に取付可能なアタッチメントであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１に係る発明によれば、ディスプレイの背面に設けられた係合穴部に、支持具の
上向きの固定爪を係合させ、ディスプレイの背面に設けられた係合溝部に、支持具の移動
可能な可動爪を係合させることで、ディスプレイの背面に支持具を連結させることができ
る。また、操作部を操作して可動爪を移動させることで、ワンタッチで支持具をディスプ
レイから取り外すことができる。上記のように、支持具の上向きの固定爪でディスプレイ
の重量を支えることができるため、簡素な構造で中型あるいは比較的大型のディスプレイ
でも支持することができる。また、ディスプレイの背面側に、係合穴部と係合溝部を設け
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れば良いため、ディスプレイの背面を平坦面にでき、他の汎用の支持具等を容易に取付可
能とすることができる。
【００２０】
　また、ディスプレイと支持具とを連結させる際に、支持具に設けられたガイドピンを、
ディスプレイの背面に設けられたガイド穴部に嵌合させることで、支持具に対するディス
プレイのガタつきを防止することができる。
【００２１】
　請求項２に係る発明によれば、ディスプレイの背面には、支持具を当接させる平坦面が
設けられ、平坦面内に係合穴部および係合溝部が設けられているため、他の汎用の支持具
等を容易に取付可能とすることができる。
【００２２】
　請求項３に係る発明によれば、支持具がスタンドであるため、ディスプレイを机上等に
設置できる。
【００２３】
　請求項４に係る発明によれば、支持具がＶＥＳＡ規格の支持部に取付可能なアタッチメ
ントであるため、このアタッチメントをＶＥＳＡ規格の支持部を有する汎用のスタンド等
に取り付ければ、汎用のスタンドをディスプレイに対し着脱自在に連結させる構造にでき
る。
【００２４】
　請求項５に係る発明によれば、背面に設けられた係合穴部に、支持具の上向きの固定爪
を係合させ、同じく背面に設けられた係合溝部に、支持具の移動可能な可動爪を係合させ
ることで、背面に支持具を連結させることができる。また、支持具の操作部を操作して可
動爪を移動させることで、ワンタッチで支持具を取り外すことができる。上記のように、
支持具の上向きの固定爪でその重量が支えられることになるため、簡素な構造で中型ある
いは比較的大型のものでも支持具で支持可能となる。また、背面側に、係合穴部と係合溝
部を設ければ良いため、背面を平坦面にでき、他の汎用の支持具等を容易に取付可能とす
ることができる。
【００２５】
　また、支持具を連結させる際に、支持具に設けられたガイドピンを、背面に設けられた
ガイド穴部に嵌合させることで、支持具に対するガタつきが防止される。
【００２７】
　請求項６に係る発明によれば、背面に、支持具を当接させる平坦面が設けられ、平坦面
内に係合穴部および係合溝部が設けられているため、他の汎用の支持具等を容易に取付可
能とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　本発明の一実施形態を図面を参照して以下に説明する。
　図１に示すディスプレイ１０は、ディスプレイ本体１１の背面側が合成樹脂製の一体成
形品である筐体１２で覆われて構成されるもので、ディスプレイ本体１１は、表示を行う
図示略の液晶画面と種々の部品類とが金属製の内部シャーシ１３に取り付けられ、液晶画
面の周囲が樹脂製の前面カバー１４で囲まれて構成されている。
【００３３】
　筐体１２は横長の略長方形枠状に形成された外周枠板部１５と、この外周枠板部１５の
一端縁部の全周から内側に延出する中間背面板部１６と、この中間背面板部１６の内周縁
部から外周枠板部１５とは反対側に略長方形枠状に突出する中間枠部１７と、この中間枠
部１７の中間背面板部１６とは反対の端縁部の全周から内側を閉塞させるように形成され
た、筐体１２の最も背側に位置する背面板部１８とを有している。背面板部１８は背面が
全体として出っ張りのない平坦面１９となっている。ここで、中間枠部１７および背面板
部１８の上端部には、ディスプレイ１０を持ち運ぶ際に把持されるハンドル部２１が指挿
入空間２２の上側に設けられている。このような筐体１２が、ディスプレイ本体１１の背
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側を覆うように取り付けられ、ディスプレイ本体１１にネジ止めされてディスプレイ１０
が構成される。このとき、ディスプレイ本体１１の内部シャーシ１３の最も背側の背面板
部２４と筐体１２の背面板部１８とが当接し重なり合う。そして、このディスプレイ１０
の背面板部１８の平坦面１９に、図２にも示すスタンド（支持具）２３が着脱自在に取り
付けられる。
【００３４】
　段差のない平坦面１９を有する筐体１２の背面板部１８には、左右方向の中央に対し左
右対称の位置に背側から見て角穴形状をなす一対の係合穴部２６が形成されている。また
、内部シャーシ１３の背面板部２４にも、これら係合穴部２６に位置および大きさを合わ
せて背側から見て角穴形状をなす一対の係合穴部２７が形成されている。ここで、筐体１
２の背面板部１８の係合穴部２６は、図３および図４に示すように、厚さ方向に貫通して
いる。これに対し、内部シャーシ１３の背面板部２４の係合穴部２７は、係合穴部２７の
範囲の上端縁部を切断し、且つ係合穴部２７の範囲の両側端縁部および下端縁部は切断せ
ずにこれらの内側をプレスで押し出すことにより形成されており、その結果、係合穴部２
７の裏側には、上側ほど背面板部２４からの突出量が大きくなるように傾斜するとともに
左右方向の両側部が背面板部２４につながる曲板部２８が形成されることになる。これに
より、係合穴部２７は、背面板部２４よりも裏側において上向きに開口する開口部２９を
有している。
【００３５】
　また、筐体１２の背面板部１８には、図１に示すように、係合穴部２６よりも下側の左
右方向の中央に背側から見て横長の係合溝部３２が厚さ方向に貫通して形成されている。
また、内部シャーシ１３の背面板部２４にも、この係合溝部３２に位置および大きさを合
わせて背側から見て横長の係合溝部３３が厚さ方向に貫通して形成されている。
【００３６】
　さらに、筐体１２の背面板部１８には、左右方向の中央に対し左右対称の位置であって
係合溝部３２よりも若干上側の位置に、丸穴形状をなす一対のガイド穴部３４が厚さ方向
に貫通して形成されている。また、内部シャーシ１３の背面板部２４にも、これらガイド
穴部３４に位置および大きさを合わせて一対のガイド穴部３５が厚さ方向に貫通して形成
されている。
【００３７】
　加えて、筐体１２の背面板部１８には、上記した一対の係合穴部２６、係合溝部３２お
よび一対のガイド穴部３４と干渉しない位置に、ＶＥＳＡ規格でディスプレイ１０のサイ
ズに応じて規定された位置（例えば、７５ｍｍ×７５ｍｍのピッチの４カ所）に、ネジ挿
入穴部（取付部）３７が厚さ方向に貫通して形成されている。また、内部シャーシ１３の
背面板部１８にも、これらネジ挿入穴部３７に位置を合わせてネジ穴（取付部）３８が形
成されている。
【００３８】
　以上により、ディスプレイ１０には、その平坦面１９内に、係合穴部２６，２７と、係
合溝部３２，３３と、ガイド穴部３４，３５と、ＶＥＳＡ規格のネジ挿入穴部３７および
ネジ穴３８とが設けられている。
【００３９】
　上記のようにディスプレイ本体１１にその背面側を覆うように筐体１２を取り付けて構
成されるディスプレイ１０は、例えば、図１に示す専用の自立型のスタンド２３が平坦面
１９に連結されることで、このスタンド２３で支持される。
【００４０】
　このスタンド２３は、ディスプレイ１０を着脱自在に支持するもので、放射状に複数設
けられた足部４２と、これら足部４２の中心位置から上方に延出する支柱部４３と、この
支柱部４３の上部に水平軸を中心に回動可能に支持された頭部４４とを有しており、頭部
４４の一側にディスプレイ１０を支持する支持構造部４５が設けられている。
【００４１】
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　この支持構造部４５は、金属製のもので、図２～図４に示すように、略四角形状をなす
ベース４８を有しており、このベース４８はその全周縁部が内側よりも前方に位置してデ
ィスプレイ１０に当接する枠状の当接面４９とされている。このベース４８の上部には、
左右方向の中央に対し左右対称の位置から当接面４９よりも前方に突出する一対の固定爪
５１が設けられている。これら固定爪５１は、それぞれ、左右方向に沿う姿勢で当接面４
９に対し垂直をなして前方に突出する前方突出板部５２と、この前方突出板部５２の前端
から当接面に沿う姿勢で上向きに延出する上方突出板部５３とを有しており、全体として
、上向きの形状をなしている。
【００４２】
　また、ベース４８には、そのほぼ中央位置に当接面４９と垂直な支持軸５５が設けられ
ており、この支持軸５５には板状のロック部材５６が支持軸５５を中心に回転可能に支持
されている。このロック部材５６は、支持軸５５から当接面４９と平行をなして下方に延
出する下方延出板部５７と、下方延出板部５７の下端部から当接面４９に垂直をなして前
方に延出する可動爪５８とを有している。ここで、ロック部材５６は図示略のスプリング
で付勢されることにより下方に延出する姿勢で図示略のストッパに当接しており、このス
プリングの付勢力に抗してストッパから離れる方向に回動可能とされ、この方向に回動す
ることで可動爪５８を移動可能とする。ロック部材５６がストッパに当接した状態で可動
爪５８は固定爪５１の前方突出板部５２と平行をなして延出する図５にも示す延出板部６
１と、延出板部６１の先端の左右方向一側から側方に突出する爪部６２とを有しており、
この爪部６２は延出板部６１から図示略のスプリングの付勢方向に突出している。この爪
部６２の角部には面取り６３が形成されている。
【００４３】
　上記したロック部材５６には、図２に示すように、これを回動させることで可動爪５８
を移動させるロック解除レバー（操作部）６５が固定されており、このロック解除レバー
６５がベース４８よりも下方に延出している。このロック解除レバー６５は、ロック部材
５６から下方に延出する下方延出板部６６と、下方延出板部６６の下端部から前方に可動
爪５８と平行に延出する前方延出板部６７とを有する形状をなしている。
【００４４】
　さらに、ベース４８には、可動爪５８よりも若干上側であって、左右方向の中央に対し
左右対称の位置から当接面４９よりも前方に突出する一対のガイドピン６９が設けられて
いる。これらガイドピン６９は全体として円柱状をなしており、先端部のみ先細形状とさ
れている。
【００４５】
　上記のようなスタンド２３をディスプレイ１０に取り付ける場合、まず、図３に示す状
態から、ディスプレイ１０に対し、スタンド２３を前上がりに傾斜させ、係合穴部２６，
２７に背側から固定爪５１を挿入する。つまり、固定爪５１の上方突出板部５３を係合穴
部２６，２７を通過させながら係合穴部２７の開口部２９に下から挿入する。すると、係
合穴部２６，２７の上縁部に固定爪５１の前方突出板部５２が当接し、一対の固定爪５１
でディスプレイ１０を支持する状態となる。つまり、係合穴部２６，２７に固定爪５１を
係合させる状態となる。
【００４６】
　そして、この状態からスタンド２３の下部をディスプレイ１０に近づけると、係合溝部
３２，３３に可動爪５８が入り、面取り６３が係合溝部３２，３３の側面に押されること
でロック部材５６が図示略のスプリングの付勢力に抗して回動し、可動爪５８の爪部６２
が係合溝部３２，３３を越えてスプリングの付勢力で戻り、図４および図５に示すように
、内部シャーシ１３の背面板部２４の裏側に係止される。つまり、係合溝部３２，３３に
可動爪５８が係合する。また、これと並行してガイドピン６９がガイド穴部３４，３５に
嵌合する。この状態で、ベース４８は当接面４９でディスプレイ１０の平坦面１９に全面
的に当接することになり、固定爪５１および可動爪５８で前後方向の移動が規制されると
ともに、ガイドピン６９および可動爪５８で上下方向の移動が規制され、さらにガイドピ
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ン６９で左右方向移動が規制されてディスプレイ１０に固定された状態となる。また、こ
の状態で、ディスプレイ１０の重量は、固定爪５１およびガイドピン６９で支持されるこ
とになる。さらに、この状態で、ロック解除レバー６５は、ディスプレイ１０の平坦面１
９よりも下方に突出することになる。
【００４７】
　他方、スタンド２３をディスプレイ１０から取り外す際には、ロック解除レバー６５を
図示略のスプリングの付勢力に抗して揺動させ、可動爪５８の爪部６２を係合溝部３２，
３３の位置に移動させる。この状態で、スタンド２３の下部をディスプレイ１０から離間
させて、可動爪５８を係合溝部３２，３３から、ガイドピン６９をガイド穴部３４，３５
からそれぞれ引き抜き、その後、固定爪５１を係合穴部２６，２７から引き抜くことにな
る。これにより、スタンド２３がディスプレイ１０から取り外される。つまり、ロック解
除レバー６５のワンタッチの操作でスタンド２３をディスプレイ１０から取り外すことが
できる。
【００４８】
　また、ディスプレイ１０は、例えば、図６に示す汎用のスタンド７１が平坦面１９に連
結されることで、この汎用のスタンド７１でも支持可能となっている。つまり、このスタ
ンド７１は、先端にＶＥＳＡ規格に適合した金属製の支持部７２を有している。この支持
部７２には、ＶＥＳＡ規格でディスプレイ１０のサイズに応じて規定された位置（例えば
、７５ｍｍ×７５ｍｍのピッチの４カ所）に、ネジ挿入穴部７３が厚さ方向に貫通して形
成されている。
【００４９】
　このようなスタンド７１をディスプレイ１０に取り付ける場合、支持部７２をディスプ
レイ１０の平坦面１９に当接させた状態でネジ挿入穴部７３にネジ７４を挿入し、このネ
ジ４３を筐体１２のネジ挿入穴部３７に挿入して内部シャーシ１３のネジ穴３８に螺合さ
せる。このようにして、各ネジ挿入穴部７３の位置で支持部７２がディスプレイ１０にネ
ジ止めされ固定される。なお、この場合は、当然のことながらディスプレイ１０に対しス
タンド７１はワンタッチで着脱自在とはならない。
【００５０】
　これに対し、図７に示すアタッチメント（支持具）７７を用いれば、汎用のスタンド７
１に対してもディスプレイ１０がワンタッチで着脱自在となる。
【００５１】
　このアタッチメント７７は、金属製のもので、板状のベース７８に上記したスタンド２
３の金属製の支持構造部４５と同様に、ディスプレイ１０の係合穴部２６，２７に係合す
る上向きの一対の固定爪５１と、支持軸５５と、ディスプレイ１０の係合溝部３２，３３
に係合する移動可能な可動爪５８を有するロック部材５６（図７では図示略）と、可動爪
５８を移動させるロック解除レバー６５と、図示略のスプリングと、ガイド穴部３４，３
５に嵌合する一対のガイドピン６９（図７では図示略）等が設けられている。
【００５２】
　そして、このアタッチメント７７は、汎用のスタンド７１のＶＥＳＡ規格に適合した支
持部７２に取付可能となっている。つまり、そのベース７８に、ＶＥＳＡ規格でディスプ
レイ１０のサイズに応じて規定された位置（例えば、７５ｍｍ×７５ｍｍのピッチの４カ
所）に、ネジ穴７９が形成されている。
【００５３】
　このアタッチメント７７をスタンド７１の支持部７２に取り付ける。つまり、支持部７
２にベース７８を重ね合わせて、背側からネジ挿入穴部７３にネジ８０を挿入し、このネ
ジ８０をアタッチメント７７のネジ穴７９に螺合させる。このようにして、各ネジ穴７９
の位置でアタッチメント７７がスタンド７１の支持部７２にネジ止めされ固定される。こ
のように汎用のスタンド７１に取り付けられたアタッチメント７７は、上記した専用のス
タンド２３と同様に、ディスプレイ１０に対し着脱自在となる。
【００５４】
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　以上に述べた本実施形態によれば、ディスプレイ１０の背面の平坦面１９から筐体１２
および内部シャーシ１３にわたって設けられた係合穴部２６，２７に、スタンド２３ある
いはアタッチメント７７の上向きの固定爪５１を係合させ、ディスプレイ１０の背面の平
坦面１９から筐体１２および内部シャーシ１３にわたって設けられた係合溝部３２，３３
に、スタンド２３あるいはアタッチメント７７の移動可能な可動爪５８を係合させること
で、ディスプレイ１０の背面の平坦面１９にスタンド２３あるいはアタッチメント７７を
連結させることができる。また、ロック解除レバー６５を操作して可動爪５８を移動させ
ることで、ワンタッチでスタンド２３あるいはアタッチメント７７をディスプレイ１０か
ら取り外すことができる。上記のように、スタンド２３あるいはアタッチメント７７の上
向きの固定爪５１でディスプレイ１０の重量を支えることができるため、簡素な構造で中
型あるいは比較的大型のディスプレイ１０でも支持することができる。また、ディスプレ
イ１０の背面側に、係合穴部２６，２７と係合溝部３２，３３とを設ければ良いため、デ
ィスプレイ１０の背面を出っ張りのない平坦面１９にでき、他の汎用のスタンド７１等を
容易に取付可能とすることができる。
【００５５】
　また、ディスプレイ１０とスタンド２３あるいはアタッチメント７７とを連結させる際
に、スタンド２３あるいはアタッチメント７７に設けられたガイドピン６９を、ディスプ
レイ１０の背面の平坦面１９から筐体１２および内部シャーシ１３にわたって設けられた
ガイド穴部３４，３５に嵌合させることで、スタンド２３あるいはアタッチメント７７に
対するディスプレイ１０のガタつきを防止することができる。
【００５６】
　さらに、ディスプレイ１０の背面に、スタンド２３あるいはアタッチメント７７を当接
させる平坦面１９が設けられ、平坦面１９の範囲内に係合穴部２６，２７および係合溝部
３２，３３が設けられているため、他の汎用のスタンド７１等を容易に取付可能とするこ
とができる。つまり、ディスプレイ１０の背面の平坦面１９に設けられたＶＥＳＡ規格の
ネジ挿入穴部３７およびネジ穴３８によって、ＶＥＳＡ規格の支持部７２を有するスタン
ド７１を取り付けることができる。
【００５７】
　上記構造をスタンド２３に設けることで、ディスプレイ１０を机上等に設置でき、また
、上記構造をスタンド７１のＶＥＳＡ規格の支持部７２に取付可能なアタッチメント７７
に設けることで、このアタッチメント７７をＶＥＳＡ規格の支持部７２を有する汎用のス
タンド７１に取り付ければ、汎用のスタンド７１をディスプレイ１０に対しワンタッチで
着脱可能に連結させる構造にできる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の一実施形態におけるディスプレイおよびスタンドを示す分解斜視図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態におけるスタンドの要部を示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態におけるディスプレイおよびスタンドを示す取付前の側断面
図である。
【図４】本発明の一実施形態におけるディスプレイおよびスタンドを示す取付後の側断面
図である。
【図５】本発明の一実施形態におけるディスプレイの係合溝部およびスタンドの可動爪を
示す平断面図である。
【図６】本発明の一実施形態におけるディスプレイおよび汎用のスタンドを示す分解斜視
図である。
【図７】本発明の一実施形態におけるディスプレイ、アタッチメントおよび汎用のスタン
ドを示す分解斜視図である。
【符号の説明】
【００５９】
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　１０　ディスプレイ
　１９　平坦面（背面）
　２３　スタンド（支持具）
　２６，２７　係合穴部
　３２，３３　係合溝部
　３４，３５　ガイド穴部
　３７　ネジ挿入穴部（取付部）
　３８　ネジ穴（取付部）
　５１　固定爪
　５８　可動爪
　６５　ロック解除レバー（操作部）
　６９　ガイドピン
　７２　支持部
　７７　アタッチメント（支持具）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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